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謹んで新春の
　お慶びを申し上げます

会　長　塚本　哲夫
副会長　中　　秀夫
副会長　森本　禎男
副会長　萩原　良介
理 事 ・ 監 事 一 同

平素のご厚情を感謝し
皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り申し上げます
本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます

令和七年　元旦
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令和７年　年頭のご挨拶令和７年　年頭のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　公益社団法人奈良県トラック協会の皆さまに
は、清々しい新年をお迎えのことと、心よりお慶
び申し上げます。

　物流業界は、いわゆる「物流の2024年問題」の
中、持続可能な物流の実現につなげるため国にお
いては、物流を支える環境整備について①物流の
効率化、②商慣行の見直し、③荷主、消費者の行
動変容を柱とする政策パッケージに基づいて法改
正が行われ、物流事業者、荷主企業や消費者、経
済社会が「三方良し」となる社会の実現を目指し
ているところです。
　さらに、担い手不足、物価高騰による燃料価格
の高止まりなど様々な課題に直面している物流業
界ですが、日頃、県民生活や経済を支えるインフ
ラとして公共的・社会的使命を果たしていただい
ていることに感謝申し上げるとともに、今後の貴
協会の役割に大いに期待しているところです。

　本年は、４月に大阪・関西万博が開幕します。「い
のち輝く未来社会のデザイン」をテーマとして約
2,800万人の来場者が見込まれる万博が関西で実
施されることは、奈良県の魅力を世界に発信する
絶好の機会です。本県では、地域一体型オープン
ファクトリーや関西パビリオンにおいて、本県へ
の誘客促進や魅力発信を積極的に行います。
　また、大阪・関西万博の経済効果は２兆円を超
えると試算されており、関西経済の活性化にも大
きく寄与すると考えられ、それに伴い物流の重要
性はますます高まると思います。

　さて、まもなく私が県知事に就任してから丸２
年を迎えます。
　この間、本県の持つ限りない可能性を最大限に
引き出し、県民の皆さまが暮らしの豊かさを実感
できる奈良県にしていくことを基本として県政に
取り組んでまいりました。
　産業施策の面においては、昨年２月に８つの柱
からなる「新しい産業政策のパッケージ」を取り
まとめました。今後も人材確保や脱炭素・水素社
会の実現に向けた取り組みを行い、県内企業の活
性化及び県経済の成長を図りたいと考えていま
す。その他にも観光振興、農林業の振興、文化・
スポーツ振興などあらゆる分野で、施策を着実に
実行し、県民が暮らしの豊かさを実感できる、そ
んな奈良県にしていきたいと思います。

　一方で、少子高齢化による税収減が進む中で、
これらの施策や社会保障等の実施にかかる財源確
保が課題となっています。このため、行財政改革
により財源を生み出し、県民に対するサービスの
向上を実現していくことが必要です。こうした背
景を踏まえ、昨年８月に行財政改革推進会議を開
き、増大する行政ニーズや社会経済の変革にス
ピーディーに対応するため、必要性や費用対効果
の観点から既存の事業・事務等の見直しを部局横
断で行っていくこととしています。

　これからも、県民の皆さまのご意見やご提案に
耳を傾け、全力で取り組んでまいりますので、今
後とも奈良県政の推進にご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
年頭にあたり、奈良県トラック協会のますますの
ご発展と、会員の皆様方のご健勝とご多幸を心か
ら祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

奈良県知事
山　下　　　真
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「物流の 2024 年問題」について
　物流は国民生活や産業競争力を支える重要な社
会インフラですが、労働力不足や EC 市場の急成
長による宅配便の需要増、原油価格高騰に加え、
トラックドライバーの時間外労働の上限規制等が
適用されたことにより、物流の停滞が懸念される

「物流の 2024 年問題」に直面しています。
　そのため、トラックドライバーの労働環境改善
を図るため、令和６年３月に運賃水準を８％引き
上げ、荷待ち等の対価に関する標準的な水準設定
や下請け手数料の設定を行った新たな「標準的な
運賃」を告示し、標準運送約款の改正も実施しま
した。
　また、適正取引を阻害する恐れのある荷主企業
に対する監視体制を強化するため、令和５年７月
に国土交通省に設置した「トラック G メン」は、
昨年 11 月に「トラック・物流 G メン」と改組し、
トラック事業者だけでなく倉庫事業者からも情報
を収集します。
　これらの情報を基に、荷主企業に対し「働きか
け」や「要請」を行うことで、長時間の荷待ちや
契約にない附帯業務を強いるなどの違反行為の防
止に取り組んでまいります。
　昨年、「流通業務の総合化及び効率化の促進に
関する法律」及び「貨物自動車運送事業法」が改
正され、前者では荷主・物流事業者に対して物流
効率化のための規制的措置を講じ、後者では元請
け事業者に荷主とトラック事業者の双方に対し、
運送契約の書面交付義務を課すことで物流の持続
的成長を図ります。
　これらの取り組みは、関係省庁と連携して進め
ていき、適正運賃の収受や取引環境の改善を通じ
てトラックドライバーの労働環境の改善を図ると
ともに、モーダルシフトの推進、特定流通業務施
設の整備による輸送網の集約、トラック予約シス
テムなどのデジタル機器導入と共同輸配送の促進
により、物流が滞ることのないよう努めてまいり
ます。

　以上、新しい年を迎え私の所信を申し上げまし
たが、本年も引き続き奈良県下の事業者や自治体
との連携を強化し、安全・安心な交通社会の構
築、明るく豊かで快適な生活実現に向けて取り組
んでまいります。本年も当支局の行政に対し、な
お一層のご支援とご協力を心よりお願い申し上げ
ます。

　令和７年の年頭にあたり、謹んでご挨拶申し上
げます。
　皆様には平素より国土交通行政に対し格別のご
理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

　昨年は、元日に発生した能登半島地震をはじめ、
国内各地で台風による水害など、甚大かつ広範囲
にわたる災害が多かった一年でした。
　我が国は「人口減少、少子高齢化」、「資材価格
の高騰」、「為替の円安傾向」といった社会経済情
勢が急激に変化し、人手不足や物価高騰といった
厳しい経営環境が続いていますが、皆様は安全・
安心の確保に向け、自動車運送事業にご尽力され
ていることに深く敬意を表します。
　本年も当支局では自動車運送事業の発展に向
け、ドライバーの人材確保やその他の課題に積極
的に取り組んでまいります。

運輸事業の安全確保について
　運輸事業は、国民の生活・経済を支える重要な
ものであり、輸送の安全確保は運輸事業の根幹を
成すものです。
　自動車運送事業の輸送の安全については、「事
業用自動車総合安全プラン2025」に沿って関係機
関や業界団体との連携を密にした取組みを進める
とともに、利用者である国民に信頼される輸送
サービスの実現のために、関係各所との連携を図
り、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶や自動運転
等の新技術への支援、運輸安全マネジメント制度
を通じた安全体質の強化などを推進してまいりま
す。

奈良運輸支局長
本　田　泰　彦
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　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は、奈良労働局の行政運営に格別の御理
解・御協力を賜り、この場をお借りして厚く御礼
申し上げます。
　奈良労働局は、本年も奈良県における総合労働
行政機関としてしっかりと機能を果たし、皆様が
安心して働くことができる環境を整えていくた
め、職員一丸となって努力してまいります。
　引き続きの御理解・御協力を賜りますよう、お
願い申し上げます。
　奈良県の県内経済は、本年４月には大阪・関西
万博の開催も控え、観光業を中心とした経済効果
や求人の増加が見られるなど明るい兆しとなって
います。
　一方、昨今の生産年齢人口の減少という構造的
な課題に直面する中、奈良県における経済の発展
のためには、持続的な成長と分配の好循環を実現
することが重要となっています。
　そのためには、女性、障害者、高齢者、育児を
しながら働く男女労働者など多様な人材がその能
力を最大限活かして安心して活躍できる職場環境
の整備や、企業が賃上げしやすい環境を整備する
ことなどにより奈良県に「働きやすい」職場を増
やすことが必要です。
　奈良労働局では、「働きやすい奈良」を最重点
施策に掲げ、人手不足、人材確保への支援、賃金
の引上げに向けた企業への支援、多様な人材がそ
の能力を最大限活かして安心して活躍できる職場
環境の実現等の関連施策を積極的かつ効果的に取
り組んでまいりました。
　本年も引き続き、ハローワークにおいては「人

材確保対策コーナー」が中心となって、求人者へ
は顔の見える関係を構築し求人充足支援を重点的
に行うとともに、求職者へのトラック業界の魅力
発信のための周知を図り、トラック業界のマッチ
ング支援を強化してまいります。
　また、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、
同一労働同一賃金の遵守徹底、非正規雇用労働者
の処遇改善・正社員化を行う企業への支援を行っ
てまいりますとともに働き方改革を推進する企業
の支援を行ってまいります。
　さらに、昨年11月に施行されたフリーランス法
に基づくフリーランスの就業環境の整備、育児期
の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等が
行われ本年４月から段階的に施行される改正育
児・介護休業法の効果的な周知を行ってまいりま
す。
　奈良労働局は、奈良県、各自治体や労使団体等
の皆様と連携しながら、雇用情勢や労働環境の変
化に即応した労働行政を展開し、皆様の期待に応
えられるよう、地域に貢献し信頼される行政機関
であるよう取り組んでまいります。
　結びに、本年が奈良県トラック協会並びに会員
の皆様方にとって輝かしい繁栄の年でありますよ
う、心から祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさ
せていただきます。

奈良労働局長

橋　口　　　忠
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　新年あけましておめでとうございます。
　公益社団法人奈良県トラック協会及び協会員の
皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　また平素は、交通警察活動をはじめ、警察活動
の各般にわたって、深い御理解と多大な御支援、
御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年の奈良県における交通情勢は、とり
わけ65歳以上の高齢者がお亡くなりになる交通死
亡事故が多発したほか、重傷者数が一昨年より増
加するなど厳しい状況にありました。
　このような交通情勢は、私たちが究極の目標と
して掲げる「交通事故のない社会」とは、大きく
かけ離れております。
　このため、奈良県警察では、目標の実現に向け
　　○　高齢者及び子供の安全確保
　　○　歩行者及び自転車の安全確保
　　○　交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策
等を一層推進してまいります。
　特に、毎年、交通事故により多くの高齢者がお
亡くなりになっていることから、高齢者の交通事
故防止対策を最重要課題として取り組んでまいり
ます。

　また、昨年11月１日に、道路交通法の一部を改
正する法律が施行され、自転車運転中における携
帯電話使用等や酒気帯び運転や酒気帯び運転を助
長する行為の罰則規定が整備されました。
　自転車は通勤手段としても利用されるため、企
業にとっても従業員が自転車でいわゆるながら運

転や飲酒運転をしてしまうリスクは無視できませ
ん。
　協会員やその家族、事業所を守るためにも交通
安全意識の向上に務めて頂きますようお願い致し
ます。

　さらに、本年は大阪万博の開催に伴い国内外か
ら多くの方の来県が予想されることから、貴協会
をはじめとする関係機関やボランティアの皆様方
との協働による街頭啓発や横断歩道上でのマナー
向上に取り組むとともに、交通事故につがる悪質
性・危険性の高い交通違反の取締りを強化いたし
ます。

　交通事故のない、日本一安全で安心して暮らせ
る奈良の実現のためには、国内の物流の主役であ
るトラック輸送を支えている、皆様方の取組が重
要であると考えておりますので、今後とも、より
一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げま
す。

　結びに、貴協会のますますの御発展と皆様の御
多幸と御健勝を祈念いたしまして、新年の挨拶と
させていただきます。

奈良県警察本部交通部長

松　井　高　志
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　令和７年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。

１．2030年に向けた対応
　物流を支えるエッセンシャルワーカーであるド
ライバーの処遇改善や担い手確保は、「待ったな
し」の極めて重要な課題です。このため、「物流
革新元年」とした2024年に引き続き、本年が更な
る飛躍の年となるよう、全力で取り組みます。

２．燃料高騰対策等の対応
　燃料価格をはじめとする輸送コストの上昇分を
適切に運賃に転嫁することが基本であり、トラッ
ク運送事業者が適正な運賃を収受できる環境を整
備することが重要であると考えます。このため、
燃料サーチャージ制度を盛り込んだ標準的運賃
を、トラック運送事業者のみならず、荷主などへ
も周知・浸透を図るとともに、政府と連携し、独
占禁止法や下請法の取締りの強化、下請中小企業
振興法に基づく指導、昨年11月に体制が拡充され
たトラック・物流Ｇメンによる情報収集や荷主・
元請事業者等の悪質な行為の是正指導の強化等に
より、燃料価格高騰分を含む適正運賃収受に向け
た取引環境の整備に向け、しっかりと取り組みを
実施します。

３．多重下請構造の是正と適正取引の推進
　国交省においては令和６年８月に「トラック運
送業における多重下請構造検討会」が立ち上がっ
ており、利用運送事業者等の実態解明などを進め
るとともに、実運送事業者が適正な運賃を収受で
きるよう、現在必要な対策が検討されているとこ
ろです。全ト協としても、実運送事業者が適正運
賃・料金を収受し、物流の現場で働くドライバー
に全産業平均並みの賃金をお支払いできるように
するために、多重下請構造是正に向けた取り組み
を強化していきます。

４．トラック・物流Gメンへの体制拡充
　昨年４月に成立した改正物流効率化法では、
我々からの要望を受けて、トラックGメンを補助
し、荷主の違反原因行為を調査する役割が地方貨
物自動車運送適正化事業実施機関に与えられ、各
地方実施機関では「Gメン調査員」が選任されま
した。また、令和６年11月には、物流全体のさ

公益社団法人全日本トラック協会
会 長　坂　本　克　己

らなる適正化を図る観点から、「トラックGメン」
を「トラック・物流Gメン」と改組し、トラック
運送事業者に対して違反原因行為を行っている悪
質な荷主について、倉庫業者からも情報収集を行
うこととしたほか、地方運輸局の物流担当者29
人と各都道府県トラック協会の「Gメン調査員」
166人を追加し、総勢360人規模に増強されました。

５．ドライバーの社会的評価の向上と人材確保対策
　自動車運送業分野において、生産性の向上や国
内人材確保を行ってもなお深刻化する人手不足に
対応するため、専門性や技能を生かした業務に即
戦力として従事する外国人を受け入れることで、
自動車運送業分野の存続・発展が期待されます。
令和６年度から５年間の受け入れ人数として、自
動車運送業分野で最大２万4500人が見込まれてお
り、ドライバー不足解消の一助となることが期待
されています。
　全ト協としましては、外国人ドライバーの円滑
な受け入れに向けた対応を行います。また、倉庫
や配送センター等の作業員についても確保が難し
くなっている状況を踏まえ、これらの作業員につ
いても、外国人特定技能制度への追加について、
国交省に対して強力に要望を実施します。

６．安全運行の徹底
　全ト協では、「トラック事業における総合安全
プラン2025」に基づき、令和７年度末までに、
PDCAサイクルに沿って取り組みを進め、事業用
トラックが関係する交通事故による死傷者数等の
目標達成を図ります。会員事業者の皆様におかれ
ましては、今一度基本に立ち返り、グリーンナン
バーの自信と誇りを胸に安全運行の徹底に努め、
安心・安全な輸送の確保をお願いいたします。

７．道路整備と労働環境改善
　全ト協では、高速道路料金の引下げ、物流基盤
の整備（高速道路ネットワークの整備・充実、休
憩・休息施設や中継物流拠点の整備・拡充、暫定
２車線区間の４車線化）など、道路整備の必要性
を強く訴えてきました。特に高速道路料金につい
ては、大口・多頻度割引の拡充措置について、前
述の令和６年度補正予算において、１年間延長さ
れることになりました。引き続き、全国道路利用
者会議と連携し、トラック運送事業者の生産性向
上に資する道路整備や労働環境改善の実現等に向
けて、政府・与党に対して全力で働きかけを行い
ます。

８.「事業許可更新制」の導入を目指して
　全ト協では、業界内の適正競争推進による業界
の健全な発展の実現に向けて、次期通常国会にお
いて、議員立法による貨物自動車運送事業法の改
正とそれを担保する特別措置法（新法）の成立を
目指すことを考えております。その具体的な内容
としましては、事業許可の更新制等を追求してい
きたいと考えているところです。
　会員事業者の皆様方がお互いに切磋琢磨し、業
界全体が健全的に発展できるような環境にしてい
くために、全ト協では業界を取り巻く諸問題の解
決に向けて、本年も全力で取り組みます。

　会員事業者の皆様方のますますのご発展とご健
勝、ならびにご多幸を心より祈念し、新年のご挨
拶とさせていただきます。
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　新年明けましておめでとうございます。

　2025年の干支は巳年（蛇）で、脱皮をする蛇は
「復活と再生」を連想し、恩を忘れずに返す動物で、
不老長寿や強い生命力につながる縁起の良い動物
と考えられ、新しいことが始まる年になると言わ
れています。

　トラック運送業界の景況感は、全日本トラック
協会の速報によると、「大企業製造業の業況が、
海外景気の減速が重石となり、国内需要が伸び悩
んだものの、半導体需要の持ち直しを背景に横ば
いとなり、力強さを欠いた。こうしたなか、トラッ
ク運送業界においては、運賃・料金の水準は改善
基調にあるものの、原価上昇分に対する十分な転
嫁がなされていない。」とされ、依然として厳し
い状況にあります。
　
　奈良県からは、燃料価格の高騰によるコストが
上昇したため、県民の皆様の生活を支える中小運
送事業者の事業継続を支援するため、補助金の措
置をしていただき、心から感謝申し上げます。

　トラック事業における総合安全プラン2025によ
り、事業用トラックを第一当事者とする１万台当
たりの「死者数」と「重傷者数」の合計を6.5人
以下とすること、また、重点削減目標である飲酒
運転ゼロに向けて様々な対策等に取り組んでおり
ますが、依然として飲酒運転による事故が発生し
ており厳しい状況となっています。
　また、県内の交通安全団体等と連携し、超高齢
化社会を踏まえ、子どもと高齢者の交通事故防止

公益社団法人奈良県トラック協会
会 長　塚　本　哲　夫

のための活動も積極的に展開しています。

　地球温暖化対策に社会全体で関わることが求め
られており、「トラック運送業界の環境ビジョン
2030」が策定されました。エコドライブの推進、
輸送効率化の推進、街頭における環境キャンペー
ン、専門講師による省エネ運転講習会のほか、ア
イドリングストップ支援機器、エコドライブ管理
システム（ＥＭＳ）機器、環境対応車の導入にも
取り組んでいます。また、県が主催する「奈良県
の未来を創る脱炭素ステップアップセミナー」に
会員事業者が参加し、環境問題への関心度がより
一層高まったところです。

　陸上貨物運送事業における労働災害による死傷
者数は、休業４日以上の死傷災害で最も件数が多
いのが「墜落・転落」で、起因物では「トラック」
が最多、労働災害のうち荷役災害が65％を占めて
います。安全対策としまして、昇降設備の設置、
保護帽着用の義務付け、テールゲートリフター作
業における安全対策に取組んでおります。

　令和６年度（2024年）からスタートしたトラッ
クドライバーの時間外労働の上限規制と改善基準
告示への対応が求められています。人手不足を含
めて経済活動に不可欠な物資が運べなくなる事態
が起きかねない状況にあり、本年度だけの問題で
なく、長い目で課題の解決に向けて取り組まなけ
ればならないと思っています。そのため、価格転
嫁に向けた運賃交渉相談会、標準的な運賃活用セ
ミナー、トラック運送事業者のための人材確保・
労働環境改善セミナー等開催しております。また、
奈良運輸支局に配置されている「トラック・物流
Gメン」とともに悪質な荷主・元請への監視体制
を強化するため、適正化事業調査員が創設されま
した。
　
　トラック運送業界は、燃料価格や資材価格の高
騰などにより、厳しい経営環境を強いられる中で
も「安全で安心な輸送サービスを提供し続けるこ
と」が社会的使命であると認識し、常に「安全」
を最優先課題として、事故防止・交通安全、環境
対策、災害時緊急輸送対策等、様々な取り組みを
進めて参ります。

  令和７年が、皆様方におかれましても幸多き年
になりますよう祈念申し上げまして、新年の挨拶
といたします。
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日　：令和６年10月23日㈬ 
場所：国土交通省

　　【功績の概要】
　　多年にわたり貨物運送事業の振興に努め斯

し

界
かい

の発展に寄与した功績

　　【受賞者】
　　塚本　哲夫　氏
　　塚本運送　株式会社　代表取締役社長

令和６年度国土交通大臣表彰受賞令和６年度国土交通大臣表彰受賞
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日時：令和６年12月12日㈭ 午後０時40分～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
理事総数　27名　出席　20名　欠席　７名

第 2 9 6 回 　 理 事 会第 2 9 6 回 　 理 事 会

▪ヒップスタイル㈱
奈良市東九条町183－１

▪ 野ワークス㈱
天理市嘉幡町225－１

▪ユニバース光㈱
北葛城郡河合町大字穴闇503番地６

▪㈱Aoi
大和郡山市小泉町1648番地20

▪㈲田仲商事
生駒郡安堵町大字東安堵61番地６　
ラフォーレ中川Ｂ棟202号室

▪五條メディカル㈱
橿原市四条町660－１

新たに６社入会されました

総会は5月28日

⑴ 　令和７年度定時総会に向け
てのスケジュール（案）につ
いて（理事会・総会の日程等）
予算審議の理事会は２月25日

（火）、決算承認の理事会は４
月24日（木）に開催予定。令
和７年度定時総会は５月28日

（水）にホテル日航奈良で開
催予定　⇒　承認

⑵ 　令和７年度事業計画書及び
収支予算書作成前の意見伺い

　冒頭、塚本哲夫会長は「昨日
のニュースでガソリンの暫定税
率が廃止とあった。燃料メー
カーへ出ている補助金は直近で
14.9円と聞いている。これが来
年から縮小方向へと聞いている
が、もしゼロになれば15円値上
がりするわけで、対して軽油引
取税の暫定税率がどうなるのか
も注視していかないといけな
い。今回の報告事項にもある奈

審議事項は次の通りです。

議　事

について　⇒　承認
⑶ 　常任委員会委員の選任（案）

について　⇒　承認
⑷ 　空調機更新工事請負契約書
（案）について　⇒　承認

⑸ 　奈良県トラック会館利用規
程の一部変更（案）について
　⇒　承認

⑹ 　会員の入会（案）について
　⇒　承認

良県貨物運送事業燃料価格高騰
対策補助金の第４回目の支援金
交付も無事終了した。大変あり
がたいことである。抜本的な適
正運賃の収受に力を入れていか
ないとこの先大変なことになっ
ていく。トラックの価格も先日
見積をとったら数年前と比べて
もビックリするほど値段があ
がっている。全ト協、近ト協で
取組んでいるGメンの強化や、

多重下請構造の問題など違反原
因行為の疑いのある荷主に対し
て適正に対処していく方向で動
いていくよう全ト協、近ト協と
スクラムを組んで事業運営にま
い進していきたい」とあいさつ。
審議に移りました。
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⑴ 　国土交通大臣表彰受賞につ
いて　塚本哲夫会長（塚本運
送（株））が、大臣表彰を受
賞したことを報告。

⑵ 　業務執行の状況報告につい
て　定款第27条に基づき代表
理事及び業務執行理事の職務
執行状況について報告。

⑶ 　奈良県貨物運送事業燃料価
格高騰対策補助金（第４弾）
について報告。

⑷ 　奈良県との交通安全教育用
ＤＶＤ使用貸借契約書締結に
ついて報告。

⑸ 　給与規定第15条に基づく給
料表の改定について報告。

⑹ 　事務局組織規程第２条に基
づく事務局組織図及び事務分
掌の変更について報告。

⑿ 各種助成金の執行状況と予算
の残額について報告。

⒀ 第29回全国トラック運送事業
者大会について収支報告。

⒁ 会費の滞納について報告。
⒂ 会員の退会について
　 （有）クボタ物流、グットラ

イン（株）、蒼物流（株）の
３社が退会（会員総数517社）。

⒃ その他
　① 本年５月に奈良県内の事業

所による事業用トラックの
飲酒運転事故があり、引き
続き飲酒運転根絶に取組む
ことを報告。

　②  ダンプ部会で開催したチャ
リティーゴルフコンペの収
益77,700円を11月26日に県
社会福祉協議会に寄付した
ことを報告。

⑺ 　次期役員の推薦について報
告。

⑻ 　公益法人等制度改革への対
応について　外部の理事を１
名以上入れないといけない等
報告。

⑼ 　令和６年度「全ト協表彰規
定による表彰」及び「正しい
運転・明るい輸送運動表彰」
候補者推薦について報告。

⑽ 　令和６年度優秀運転者顕彰
表彰（金十字章・銀十字章）
受章者は11社28名（金６、銀
22）と報告。

⑾ 　各委員会報告について　
　 【総務委員会】令和６年度第

２回総務委員会について報
告。

　 【適正化実施対策】令和６年
度第１回及び第２回適正化実
施対策委員会について報告。

　 【交通安全・労災防止対策】
令和６年度第２回及び第３回
交通安全・労災防止対策委員
会について報告。

　 【交付金運営】令和６年度近
代化基金融資推薦について報
告。

報告事項は次の通りです。

出席されたのは次のみなさんです（社名・敬称略）

会長＝塚本　副会長＝中・森本（禎）、萩原　監事＝阪井・東口・壷井　
専務理事＝中林　常務理事＝松村　理事＝谷口・巽・吉岡（幹）・吉岡（正）・乾・中谷・辻本・西川（直）・
森本（好）・西川（武）・櫻本・原口・岸元・山口（滋）
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日時：令和６年12月12日㈭ 午前10時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：委員８名（中担当副会長は委員に含む）、役員２名、事務局３名　　　以上13名

⑴　令和７年度事業計画書及び収支予算書作成前
の意見伺いについて

　　 　令和７年度事業計画書と収支予算書の作成
にあたり、公益目的事業について、具体的な
意見を求めた。

⑵　令和６年度「全ト協表彰規程による表彰」及
び「正しい運転・明るい輸送運動表彰」候補
者推薦について

　　  　全ト協表彰規程による表彰は、㈱学園前
ロードサービス 代表取締役 山村行廣 氏、㈲
竹長商事　代表取締役　竹長至暁氏、さくら
商事㈱　代表取締役　吉岡正樹氏の３名。

　　 　正しい運転・明るい輸送運動表彰は、事業
所表彰１社に㈱メンテナンス・コシバ、事業
所従業員表彰２社に和物流㈱、山本商事㈱の
従業員各１名を全ト協へ推薦することを報告
した。

⑶　空調機更新工事請負契約書（案）について
　　  　会館１階エレベーターホールのエアコンが

故障しているが、設置後20年を経過し、製造
中止、部品もないので取り替えたい。２階会
議室の空調機についても今夏の暑さに対応で
きず、機能不全となったので、取り替えたい
と説明した。施工会社は、㈱ダイセン。理事
会で承認を頂ければ、工期は来年３月中を予
定している。

⑷　奈良県トラック会館利用規程の一部変更（案）
について

　　  　職員の働き方改革推進のため、土日祝日及
び協会休日の利用を中止し、利用料金につい
ても近隣の貸会議室料金を参考に値上げした
いと説明し、変更案①（現行の２倍）に賛同
した。

⑸　給与規程第15条に基づく給料表の改定につ
いて

　　  　平成25年12月制定のこれまでの給料表を給
与規程に基づき、奈良県職員の給料表に照ら
し、初任給や若手の給与月額を引き上げた給
料表に令和６年11月１日付で改定したことを
報告した。

⑹　事務局組織規程第２条に基づく事務局組織図
及び事務分掌の変更について

　　  　本年３月と４月に新入職員を採用し、試用
期間が終了したので、８月１日に事務局組織
図と事務分掌を変更したことを説明した。

⑺　公益法人等制度改革への対応について
　　  　公益法人制度改革について、本年５月14日

に改正法が成立し、来年４月から改正認定法
が施行される。概要は、１）財務規律の柔軟
化・明確化　２）行政手続きの簡素化・合理
化　３）自律的なガバナンスの充実、透明性
の向上。特に外部理事の導入については、来
年の総会で選任する必要があるが、詳細につ
いては、来年１月31日に開催される内閣府の
説明会を受けて今後検討していく予定である
ことを説明した。

⑻　会費の滞納について
　　  　会費滞納会員及び令和６年度雑損処理予定

について報告した。

議　事

第 ２ 回 総 務 委 員 会第 ２ 回 総 務 委 員 会

▲吉岡委員長
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日時：令和６年11月26日㈫ 午前10時～　引越基本講習　 （参加２名）
　　　令和６年11月27日㈬ 午前10時～　引越管理者講習 （参加８名）
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室

引 越 講 習 会引 越 講 習 会

　全ト協に寄せられた引越相談
のうちのおよそ半分は破損によ
るもの。令和５年度629件（前
年比－56件）の相談のうち破損
が316件（前年比－52件）。その
他は対応、遅延、キャンセルな
ど。床や天井など家屋につけた
キズは約款第22条によると責任
を負わなければならない。これ
を防ぐためには、養生などの対
策が必要。その他、運賃等の収

　引越運送事業者の管理担当者
を対象にした全日本トラック協
会（以下全ト協）の講習会が昨
年11月、奈良県トラック会館で
開かれ、「標準引越運送約款」（令
和６年４月改正）や顧客のク
レーム対応などについて学びま
した。講師は同協会輸送事業部
次長の柴﨑健一氏。基本講習は
テキストを中心に説明。管理者
講習は約款に基づいてどのよう
に考えていくのかを解説しまし
た。主な内容は以下の通りです。

いくつかの事例をもとにクレー
ム対応や見積り請求などについ
ての個人研究とグループ討議の
場を設けて、各グループ単位で
内容を発表。実践的に内容を深
めた。「全ト協発行の『引越講
習用テキスト』にも想定される
クレームとその対応のマニュア
ルが掲載されているので参照し
てほしい。また約款は時々変わ
るので管理者講習は３年に１度
は受講してほしい」と説明があ
りました。

　令和６年４月に標準引越運送
約款の一部が改正され、６月か
ら施行された。ホームページで
情報発信する場合、運賃・料金・
運送約款を掲載しないといけな
い。※20人以下の会社やホーム
ページを運営していない会社は
除く

標準引越運送約款の一部改正に
ついて

引越にかかる
　　　　クレーム相談について

受、引越見積時、
引越作業時、責
任の特別消滅事
由などについて
約款の根拠とな
る条文と照らし
合わせて対応の
仕方を解説。
　午後からは、
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日時：令和６年12月２日㈪ 午後１時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：森本担当副会長、辰己委員長、委員９名、役員２名、事務局３名　　以上16名

▲豊田誠亮 氏

▲辰己委員長 ▲森本副会長

　 行政処分基準の一部改正について
　　　近畿運輸局奈良運輸支局　企画輸送・監査部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸企画専門官　豊田 誠亮 氏
現行　「酒酔い・酒気帯び運行の業務」　　　　　初違反100日車、再違反200日車
新設　「飲酒運転防止に係る指導監督が未実施」  初違反100日車、再違反200日車
　　　「飲酒運転防止に係る点呼が未実施」　　　初違反100日車、再違反200日車

指導事項

第２回適正化実施対策委員会第２回適正化実施対策委員会

られたとして５事業所が奈良運輸支局長表彰、
３事業所が近畿運輸局長表彰をそれぞれ受賞
されたことを報告した。

⑷　不正軽油追放街頭啓発活動について
　　　令和６年10月１日に奈良・針ＴＳで不正軽

油追放街頭啓発活動を実施し、トラック運転
者へ不正軽油防止リーフレットなどの啓発品
を配布したこと、また10月31日まで休憩室に不
正軽油追放啓発展を実施したことを報告した。

⑸　過積載防止啓発活動について
　　　令和６年11月28日に奈良・針ＴＳで過積載

防止啓発活動を実施し、トラック運転者へ過
積載防止リーフレットなどの啓発品を配布し
たこと、合わせて「トラック・物流Ｇメン」
等の存在や活動について、周知活動に取り組
んだことを報告した。

⑹　各種セミナー等について
　　　令和６年３月に告示された新たな「標準的

運賃」についての活用セミナーを10月に２回
開催したことや、令和７年１月に、第38回物
流セミナー、ＤＸ推進セミナー、法令遵守セ
ミナーなど各種セミナーを開催予定であるこ
とを報告した。

⑴　巡回指導について
　　　令和６年４月～ 10月の計画109件に対し、

98件（実施率89.9％）実施したことを報告、
最も多い指導項目では「特定の運転者に対す
る特別な指導」が33.8％であり、特に運転者
選任時の「事故歴の把握無し」「初任運転者
の指導教育未実施」が各10件と最も多いこと
を報告した。また、ほぼ全ての事業所で前回
と同評価または前回以上になったことを報告
した。

⑵　令和６年度奈良運輸支局自動車運送事業運行
管理者表彰について

　　　多年にわたり自動車運送事業の運行管理者
として、安全運行に効果的な運行管理業務へ
の取り組みが高く評価され、９月25日に森田
栄一氏（八木日進運送㈱）が奈良運輸支局長
表彰を受賞されたことを報告した。

⑶　令和６年度安全性優良事業所表彰の受賞につ
いて

　　　安全性優良事業所として10年以上継続し
て認定を受け、輸送の安全確保を通じて社会
に対し多大な貢献に努め、顕著な功績が認め

議　　事
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日時：令和６年12月４日㈬ 午後１時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：中担当副会長、委員７名、役員２名、事務局２名　　以上12名

第３回交通安全・労災防止対策委員会第３回交通安全・労災防止対策委員会

　 「陸運業における問題点について」
　⑴　 統計から浮かびあがる陸運業における問題点
　　　（陸運業における死傷災害の詳細分析及び荷役作業の安全対策）
　⑵　 令和６年業種別労働災害発生状況（10月末集計）
　　　　奈良労働局 労働基準部 健康安全課 地方産業安全専門官　生地 廣行 氏

指示事項

⑴ 　交通事故防止対策について
　①飲酒運転事故が令和６年１月～ 11月に全国

で24件発生しており、飲酒運転根絶に向けた
取組の着実な実施が必要であること、10月１
日に違反事業者への行政処分基準が改正され
たことを説明し、全日本トラック協会作成の

「飲酒運転防止対策マニュアル」を活用した
運転者への指導徹底を要請した。

⑸　第60回全国陸上貨物運送事業労働災害防止
大会について

　　　10月28日、きゅりあん（東京都品川区立総
合区民会館）において開催され、２社が安全
衛生表彰、２名が優良フォークリフト等運転
者表彰を受賞したことを報告した。

⑹　各種セミナーの実施状況について
　　労働時間の上限規制と健康管理に係る研修会

（10/9・11/15）
　　トラック運送事業者のための人材確保・労働

環境改善セミナー（11/21）

議　　題

　②雪道で大型車両が立ち往生すると深刻な交通
渋滞を引き起こすため、適切な冬用タイヤの
装着、チェーンの携行及び早めの装着を要請
した。

　③大型トラックの車輪脱落事故の発生件数が増
加傾向にあり、特に11月から３月、タイヤ交
換後２ヵ月以内に発生しているため、交換作
業手順について再確認を要請した。

⑵　年末・年始労働災害防止強調運動の実施につ
いて

　　　年末・年始労働災害防止強調運動が、12月
１日から１月31日まで実施されることを説明
し、職場の安全衛生管理体制等について再点
検を要請した。

⑶　奈良・針トラックステーションの施設利用状
況について

　　　令和６年４月から９月の大型トラック立寄
台数が、合計84,095台、１日当り460台であ
ることを報告した。

⑷　令和６年度（第50回）奈良県産業安全衛生
大会について

　　　10月18日、かしはら万葉ホールにおいて開
催され、４社が労働安全衛生表彰（事業場賞）、
186事業場が３ヵ月無災害運動達成事業場表
彰を受賞したことを報告した。
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日時：令和６年11月21日㈭ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　2階　研修室　　参加者：９名

令和６年度　トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー令和６年度　トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー

運転者人材等の採用と労働環境
の整備
　５万～ 10万円の祝い金を出す
と当面の生活資金にもなるので、
求職者への訴求力はある。祝い
金を出す以上、せめて２～３年
は勤めてほしいとして、誓約書
を書かせるのは労働基準法に違
反するので、金銭貸借契約を結
ぶのがよい。規定の期間を勤め
あげたらゼロにする。健康や食
事に関する福利厚生は大事。
　若い人にはオンライン面接は
有効。履歴書に不自然な空白期
間がある人は、病気・療養期間
の可能性もあるので要注意。面
接時には過去の違反や事故歴を

運転者人材の雇用状況
　ハローワークでは求職者の約
７割が求職票を見ている。その
うち約８割の人は週休２日を望
んでいる。SNSが主流の時代で
はあるが、無料で求人を出せる
ハローワークも有効。検索で選
ばれる会社になるためには職種
を「ドライバー」ではなく「日
帰りルート配送（手積み手降
ろし無し）」など文言を工夫す
る。令和６年４月から労働条件
通知書の記載事項が変わり、就
業場所や業務変更の範囲につい
て明示することになった。「場
所」は「会社の定める場所」と
し、業務は「運転荷役その他関
連荷役」と記載するなどしない
といけない。また、有期労働契
約者の更新上限を新設・短縮し
ようとする場合、その理由をあ
らかじめ説明することや就業規
則は採用時に見せた上、保管場
所を明示するなど労働条件明示
のルールが変わっているので要
注意。

　トラック運送業界のドライ
バー不足が深刻化しているなか、
人材の採用や定着に向けた職場
環境の整備に関する事務や働き
方改革への対応についてなどを
学ぶセミナー。講師は（株）コ

者に指示を出す際はゆっくりと
大きな声で口元が見えるように、
また大事なことはメモで渡す。
　自動車運送業分野について、
特定技能制度（１号）の対象に
追加され、外国人は上限５年ま
で更新により働けるが、いずれ
２号が認められるかもしれない。
技能評価試験は（一財）日本海
事協会で行っている。高齢者に
どれだけ長く働いてもらえるか、
外国人を受け入れられるかがこ
れからのポイント。そのために
は「働きやすい職場認証」取得
者であることも大事。助成金な
ども活用し、人材確保や定着化
につなげてほしい。

ヤマ経営 代表取締役
の小山雅敬氏。主な内
容は以下の通りです。

チェックする。
　女性の比率は２～
３％でほぼ横ばい。女
性スタッフの面接をす
る場合、女性スタッフ
を同席させる方がいい。
トイレ、休憩室は女性
専用を用意するのが基
本。
　高齢者、外国人の採用
　労災の約６割は腰痛。
加齢に伴う心身機能の
低下により、高齢者は
視野が狭くなる。一瞬
でも物が歪んで見える
ようなら眼科健診をし
てもらう。半数以上の
高齢者は聴力に難があ
る。運行管理者は高齢
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日時：令和６年12月６日㈮ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：９名

プラン２０２５目標達成セミナープラン２０２５目標達成セミナー

　国の第11次交通安全基本計画
に対応し、全日本トラック協会

（全ト協）が策定した「トラッ
ク事業における総合安全プラン
2025」。全ト協が飲酒運転事故の
根絶などを目指して策定し、計
画最終年度の2025年には飲酒運
転による人身事故ゼロを実現す
るほか、死亡・重傷者数を年間
970人以下に抑えることなどを目
標に掲げています。
　全ト協では全国のトラック協

会と共催で定期的にセミナーを
開いており、今回、講師を務め
たＳＯMＰＯリスクマネジメン
ト㈱大阪支店の柿野拓志氏は冒
頭、「 死 亡・重 傷 者 数970人 以
下という数字は事業団トラック
１万台あたりに換算すると年6.5
人となりますが昨年の奈良県の
実績は12.1人。全国平均の8.6人
を上回っており、県下の足元の
数字は厳しいのが現状」と述べ、

「飲酒運転」「追突事故」「交差点

事故」を重点テーマに講義を行
いました。
　講義では受講者によるグルー
プ討議も行われ、各社の安全指
導の取り組みや課題について活
発な意見交換が行われ、受講者
のひとりは「貴重な情報共有の
場となりました」と話していま
した。柿野講師による講義の要
旨は以下の通りです。

飲酒運転について
　トラックドライバーの飲酒運
転による人身事故は2022年に６
件だったものが23年には23件と
急増している。事業者としても

行政処分を受け経営にも重大な
影響を及ぼす飲酒運転防止の対
策はトラック業界にとって最も
重視すべき課題である。事故事
例を検証すると、乗車前日の夜
に飲酒し、そのアルコールが
残って事故につながるケースは
ほとんどない。飲酒事故を起し
たドライバーの多くは飲酒に対
する制御機能を失い、昼食や休
憩など運転の合間にこっそり飲
んでしまっている。
　家庭内にトラブルがあり、そ
れを紛らわすために酒量が増え

てコントロール不能に陥ること
もある。そうした事態を防ぐた
めには社内での指導だけでなく
ドライバーのご家族と連携して
飲酒習慣を丁寧に聞き取り、ド
ライバー個々が置かれた環境や
気質などに配慮し、きめこまか
く指導していくことが欠かせな
い。また、ドライバー採用時に
面談で飲酒習慣を詳細に把握し
的確な指導を行っていく初動対
応も飲酒運転根絶には重要であ
る。
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追突事故について
　事業用トラックによる追突事
故での死亡・重傷者の発生率は
他の車両と比べ約9.5倍。さら
に高速路での死亡・重傷事故の
57％が追突によるもので、運転
者が追突事故によって死亡もし
くは重傷を負う確率は追突以外
の事故の約２倍というデータが
ある。『追突』が重大事故につ
ながることを徹底的に教育して
いただきたい。追突事故の原因
は、地図を確認するため運転中
にスマートフォン（スマホ）を
操作するなどして起きる『脇見
運転』、居眠りなどによる『漫
然運転』、慣れた道で危険がな
いと思い込み、注意を怠る『判
断誤り』の三つで事故全体の
86％を占めている。従ってこの
三要件を防ぐ対策を講じれば、
多くの追突事故は防ぐことがで
きるといっても過言ではない。
　運転中のスマホ使用が法律で
禁止されたことでドライバーが

罰則を恐れて事故を起こした際
にスマホ使用を隠匿する『なが
らスマホ』の事案が潜在化して
いると聞く。配送先を確認する
ためスマホの地図アプリを見る
ドライバーが少なくなく、常態
化すると大事故につながりかね
ない。運転席へのスマホの持ち
込みを禁じるといった思い切っ
た対策が求められる。運転席に
スマホのスタンドが設置されて
いるなどしたら即座に撤去して
ほしい。一方、漫然運転を防ぐ
ためにはドライバーに十分な睡
眠をとらせることが重要。
　通い慣れた道の標識は風景の
一部になり、危険を予知する感
覚が低下し優良ドライバーが突
然、大事故を起す引き金となる。
優良ドライバーであっても安全
意識の醸成に対する指導を怠ら
ないように注意しなければなら
ない。

交差点の事故について
　大型トラックの内輪差や運転
席からの死角が原因の交差点事
故が増加している。死亡・重傷
事故で左折時は約９割が自転車、
直進時も約７割が自転車、右折
時は約８割が歩行者である。交
差点事故の増加の背景には、高
齢化社会の進展や認知症の罹患
者の増加、加速性の良い電動ア
シスト自転車の普及があると思
う。交差点での死亡・重傷案件
の66％は、ドライバーが十分に
安全を確認しないまま左折など
をしたことに起因する。自転車
に乗った人も歩行者も内輪差や
死角についての知識は持ち合わ
せていないと考えるべきである。
高齢者ならなおさら。配送を急
ぎ、交差点で速度を落とさず通
過するドライバーも少なくない。
交差点での安全走行に関する指
導は、とりわけ丁寧に行ってい
ただきたい。
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▲グループ討議



日　：令和６年12月９日㈪
場所：交通安全教育センター (橿原市葛本町)

　家庭及び地域社会で交通安全に取り組む交通安全団体の指導者等を対象に、交通安全意識の高揚を図る
ため、蓮花一己帝塚山大学 客員教授 名誉教授により、「子どもを交通事故からいかに守るか」をテーマ
に講演が行われました。
　蓮花教授は、「子どもの交通事故による死者数は、大きく減少したが、社会での関心は極めて高い。京
都府亀岡市の事故は、集団登校の児童と保護者が被害に遭い、通学路の緊急安全対策と通学路交通安全プ
ログラムでの対策、滋賀県大津市の事故は、保育園の集団で散歩の中の園児が被害に遭い、キッズゾーン
が設置された。千葉県八街市の事故は、通学路の再点検、道路対策、飲酒運転防止対策に結び付くととも
に、八街市教育委員会と研究者で交通教育の取組みが実施された。『子どもを交通事故からいかに守るか』
だが、幼児への交通安全教育は大人の責任であり、家庭でのしつけによる安全習慣を形成し、親が子ども
に教えること。」と話し、この内容をまとめた冊子により、車内でのチャイルドシート着用と乗降時順序、
歩行時の手つなぎ・歩き方、車の合図や特性、遊び場所・遊び方について等、参加の指導者等にわかりや
すく講義されました。

奈良県交通安全団体活動指導者研修会奈良県交通安全団体活動指導者研修会
～ 交 通 安 全 母 の 会 ～～ 交 通 安 全 母 の 会 ～
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▲蓮花 一己 帝塚山大学客員教授名誉教授
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▲『子どもを交通事故からいかに守るか』
監修　蓮花一己  帝塚山大学客員教授名誉教授



日時：令和６年11月28日㈭ 午後２時～
場所：橿原神宮養正殿

　令和６年11月28日（木）、午後２時から橿原神宮養正殿において、近畿交通共済協同組合の令和６年度
奈良地域（中　秀夫 地域代表）　地域役員・地区委員会議が開催されました。中 代表が、「事故が増加傾
向にあることから、創意工夫して対策をとってほしい。」と開会の挨拶をされました。事務局から、奈良
地域における対人、対物、搭乗者等の交通事故発生状況、事業主・運行管理者の事故防止セミナーを、３
月13日（木）にグランドメルキュール奈良橿原で開催すること、自動車共済規程の一部改正については、
適用率の補正方法の新設、多数割引拡充、貨物特約の新設等を説明しました。
　次に、最近の事故事例から、右折、左折する際は、進行方向に目を向けて安全確認し、見た目を声に出
すのが基本であり、特に、横断歩道の手前では停止して安全確認を必ずしてほしい等、具体的な話があり
ました。

－緊急課題は、飲酒運転による事故を撲滅－

令和６年度　奈良地域　地域役員・地区委員会議令和６年度　奈良地域　地域役員・地区委員会議
～近畿交通共済協同組合～～近畿交通共済協同組合～
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▲中　地域代表

▲写真右から２人目が、鈴木専務



日時：令和６年11月28日㈭ 午前11時～
場所：奈良・針トラックステーション
参加団体：奈良県、奈良県警察本部、西日本高速道路（株）関西支社、（公社）奈良県トラック協会、
　　　　　近畿地方整備局 奈良国道事務所、近畿運輸局奈良運輸支局

動を行いました。
　活動に先立ち奈良運輸支局の
鈴木健首席運輸企画専門官があ
いさつ。「2024年問題に直面し
ている。労働時間を短くしない
といけないとか、人手不足で（業
界は）効率化をしていかないと
いけない。積載量を守らないと
事故にもつながる。地道な活動
ではあるが、過積載防止の啓発
をすすめていきたい」と述べま
した。

　奈良県過積載防止対策連絡会
議は奈良・針トラックステー
ションで関係の各団体から15人
が参加して過積載防止の啓発活

　吉野杉箸と啓発チラシをセッ
トにしたファイルを160セット
用意し、お昼の休憩等で同ス
テーションを訪れたドライバー
に「違反を見かけたらトラック
Gメンへ情報をお願いします」
など声掛けをしながら手分けし
て啓発品を手渡していました。

「奈良県過積載防止対策連絡会議」啓発活動「奈良県過積載防止対策連絡会議」啓発活動

21

▲配布した啓発品

▲首席運輸企画専門官の鈴木 健 氏（左端）



陸災防技術課長が労働基準部長を表敬訪問陸災防技術課長が労働基準部長を表敬訪問
　令和６年12月９日（月）、奈良労働局 柘植典久 労働基準部長を、陸上貨物運送事業労働災害防止協会 
技術管理部 井上　健　技術課長が表敬訪問しました。
　井上 技術課長は、その前に、陸上貨物運送事業労働災害防止奈良県支部に対し、技能講習に対する内
部監査を行いました。
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▲柘植 典久 労働基準部長（右）と井上 健 技術課長



日　：令和６年11月26日㈫ 
場所：奈良県社会福祉総合センター

▲写真右は石井裕章常務理事　左は山口滋部会長

　奈良県トラック協会ダンプ部会（山口滋部会長 事業者数32社）が、10月24日に開催された第16回チャ
リティーゴルフコンペで参加者から募った善意を社会福祉法人奈良県社会福祉協議会へ寄付しました。

寄付額・・７７,７００円

奈良県社会福祉協議会へ寄付奈良県社会福祉協議会へ寄付
ダ ン プ 部 会ダ ン プ 部 会
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鰐淵洋子 厚生労働副大臣来訪鰐淵洋子 厚生労働副大臣来訪
　令和６年11月27日（水）、公明党衆議院議員 鰐淵洋子 厚生労働副大臣の訪問があり、協会の「物流の
2024年問題」への取組み、環境対策等について報告・説明しました。
　公明党奈良県本部代表 大国正博　奈良県議会議員が同席されました。
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▲写真右から鰐淵洋子 厚生労働副大臣、大国正博 奈良県議会議員



日　：令和６年11月29日㈮ 衆議院議員　高市　早苗事務所
　　　　　　　　　　　　　 衆議院議員　小林　茂樹事務所
　　　令和６年12月２日㈪  衆議院議員　田野瀬　太道事務所

　令和７年度トラック関係施策に関する税制改正関係、道路関係、予算・施策関係について奈良県選出国
会議員事務所に要望書を提出しました。

令和７年度　トラック関係施策に関する要望令和７年度　トラック関係施策に関する要望
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▲田野瀬太道事務所　秘書　小畑　善孝 氏▲小林茂樹事務所　秘書　大田　誠 氏

▲高市早苗事務所　秘書　東野　開 氏
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飲酒運転の根絶を目指して
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　　2024 年 10 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

122.46 114.15 127.39

　　2024 年 10 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 123.53 115.89 129.09

出光昭和シェル 124.50 113.67 125.83

キグナス

コスモ 114.36 132.58

その他 120.79 113.77 124.73

　　2024 年 10 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 122.29 114.27 126.78

30～50キロリットル未満 124.23 111.99 132.54

50～100キロリットル未満 115.18

100キロリットル以上 111.69

　　2024 年 10 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 115.10

30～60日未満 124.05 114.72 128.54

60日以上 106.55 112.93 121.25

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2024年６月 125.98 115.23 125.62

2024年７月 123.69 114.63 125.08

2024年８月 126.13 113.84 124.38

2024年９月 126.71 113.31 124.06

2024年10月 128.45 114.53 124.90

※消費税抜きの価格となります。

令和６年11月25日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2024年10月）
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事
１
例

事
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例

足を滑らせてリアバンパーから転落（死亡災害）

テールゲートリフターから転落（死亡災害）

　被災者はコンビニエンスストアに荷
物を配送していました。配送先の手前
にある駐車場で荷台コンテナ内にある
荷物の整理を行った後、荷台にあった
段ボールを持ちながら、荷台からトラッ
クのリアバンパーに足をかけ、後ろ向
きで降りようとしたところ、足を滑ら
せてしまい、約52cmの高さから転落
し、頭部を強打しました。なお、同被災
者は保護帽を着用していませんでした。

　被災者はテールゲートリフターに
乗り、工業用油200ℓが入ったドラム
缶１缶を荷台から荷おろしする作業
をしていました。被災者は何らかの
理由でテールゲートリフターからト
ラック後方に転落しました（転落高
110cm）。なお、同被災者は保護帽を
着用していませんでした。

陸上貨物運送事業における労働災害の中で最も多かったのが
「トラック・荷台等からの墜落・転落」です。このパターンの災害事例を分析すると、
67％が「保護帽未着用」でした。そのうちの多くが「高さが2m未満」の地点からの転落であり、
もし保護帽を着用していれば死亡災害に至らなかった可能性があります。

1 トラック・荷台等からの
墜落・転落による
死亡災害

％21.1
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重大な労働災害を防ぐためには
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 作業手順書を作成しましょう

 複数の作業者で荷役作業を行う場合、作業指
揮者を配置しましょう

 荷台上で作業者が移動する場合、作業指揮者
は地面レベルから全般を見渡し、確認および
指示ができる状況にしておきましょう

 トラック運転席やアルミバンの屋根上など
高所で作業を行う場合は、安全帯を着用する
か、足場を組み作業床を設けましょう

 耐
たいかつせい

滑性のある安全靴等を使用しましょう

作業高によらず、必ず保護帽を着用して荷役作業を行いましょう

「墜落時保護用」を
使用すること

傾けずに被ること

あご紐をしっかりと、
確実に締めること

破損したものは
使わないこと

耐用年数を守ること

着用時（ ）
1

2

3

4

5

わずか50 cmの高さから転落した場合でも、打ちどころによっては死亡
災害に至ってしまうことがあります。高さ2mに満たない地点での作業で
あっても、荷役作業時には必ず保護帽を着用するようにしましょう。
また、常日頃から社員に対して保護帽の意義や効果に関する社内教育を
実施し、保護帽の着用を徹底させるようにしましょう。

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

5 つのポイント

ひ と こ と
アドバイス
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　令和７年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶
を申し上げます。組合員の皆様には輝かしい新年
を迎えられたことと心からお慶び申し上げます。
また、旧年中は本組合の運営につきまして格別の
ご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は年初より能登半島地震、羽田空港衝突事
故が発生し、年始草々、暗い話題から１年が始ま
りました。その後も局地的な地震（日向灘地震）
や線状降水帯（能登半島）による災害が発生いた
しました。
　しかし、スポ－ツの世界では明るい話題が多数
ありました。パリオリンピックが開催され、体操、
柔道、レスリングなど期待が大きかった種目のほ
か、最近活躍が目覚ましいフェンシングや、近年
正式種目となったスケートボードなどで日本人の
活躍が目立ちました。メジャーリーグではドジャ
－スに移籍した大谷翔平選手がレギュラ－シーズ
ン50本塁打50盗塁を達成し、その勢いのままに
ワールドシリーズでチ－ムが優勝いたしました。
　世界の情勢を見ると、ロシアによるウクライナ
侵攻が長期化し、物価高騰などの悪影響が依然継
続しております。またイスラエルとパレスチナの
武力紛争についても、問題の根深さから出口が見
えない状態が続き、周辺諸国との間でも緊張関係
が続いております。
　アメリカの大統領選挙に於きましては、激戦の
予想に反して、トランプ大統領が圧勝しました。
今後のアメリカの外交政策に注目が集まる中、日
本でも新しい石破連立政権がどのような改革を実
行していくのかが期待されます。
　我々運送業界では、昨年４月より働き方改革法
によるドライバ－の時間外労働年間960時間の制

近畿交通共済協同組合
理事長　岡　田　　　博

限が始まり、物流の停滞が懸念される2024年問題
に対応するため、少子高齢化による若年ドライ
バー不足が深刻な中、ドライバ－の時間外労働の
管理や業務の見直し、効率化が求められておりま
す。また原油価格の高騰や円安の影響で資材価格
が上昇するも、価格転嫁が進まず苦しい状況が続
いております。そのため政府も2023 ～ 2024年に
かけて２度に渡り、物流についての政策パッケ－
ジを策定いたしました。また問題の根本にある適
正運賃の収受のためには、古い商習慣にメスを入
れ、荷主に理解を求めると共に、適正運賃収受に
向けた粘り強い交渉を行い、トラック運送業界が
エッセンシャルワ－カ－として今後も維持、発展
できるように創意工夫の上、改革していくことが
必要です。
　一方近畿共済は現在損保と激しい契約獲得競争
を行っており、掛金や商品の差別化、サ－ビスの
向上が求められております。そのため近年は、割
引制度の改定、新商品の開発、ホームページの改
定、eラーニングの導入、運行管理者一般講習機
関の認定等、組合員の皆様に満足していただける
サ－ビスを実現するため、様々な新しい取り組み
を行って参りました。
　しかし残念ながら近畿共済の現況といたしまし
ては、高額賠償事故の増加、物価上昇や自動車の
ハイテク化に伴う修理費の高額化等が収支を圧迫
し、今年度の中間決算につきましては、昨年度に
引き続き赤字決算となりました。執行部はこれを
重く受け止め、今後収支を改善していくために
は、組合員目線での適切な事故処理サ－ビスや効
果的な事故防止の取り組みを行い、契約、補償、
事故防止、三位一体での改革を推し進め、組合員
第一のサ－ビスに努める必要があると思慮してお
ります。また近畿共済が今後発展していくために
は、トラック協会との協力関係を強固にし、全国
トラック交通共済協同組合連合会およびその会員
である全国のトラック共済と力を合わせてこの厳
しい時代に立ち向かっていく必要があると考えて
おります。
　激動のトラック運送業界、保険業界の中、創立
からの相互扶助の理念および精神に基づき、組合
員の皆様の経営の一助となるべく邁進してまいり
ますので、皆様に於かれましては今後ともご指導、
ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。年頭に
当たり、執行部・事務局一同、組合員各位のご繁
栄とご発展を祈念申し上げて、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

近畿交通共済からのご挨拶
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近畿交通共済協同組合の事故防止サービス一覧 R6.12作成

1．運転適性診断（一般診断） ※※

・機器搭載の診断車両の巡回サービス
（月曜、金曜は運休日）

・診断機器の貸出し

注：この適性診断は一般診断であり、国交省令に基づく特定適性診断ではありません
　　なお機器の貸出しは早めの予約が必要です（3～5カ月待ち）

２．個別講習会　（受講証明書発行致します） ※※

土日祝日並びに全国の営業所にも対応可能
会議室、公民館等での講習も可能
集合講習が困難な場合などは、学校授業形式で
（例：1時限～5時限等）開催可能です

３．安全教育のDVD貸出しサービス
多彩なメニュー（ホームページより）

４．特定の運転者に対する特別な指導指針による講習
・初任運転者及び事故惹起運転者に対する講習
（座学5時間分）を定期的に開催

５．運行管理者の一般講習（近畿共済組合員は無料）
集合開催及び個別の出張での開催も可能

※※については、Gマーク加点対象になります
連絡先:  近畿交通共済協同組合奈良事務所  0742-90-0510



近 畿 共 済 安 全 通 信

寒くなり、感染症が流行する時期になりました。トラックドライバーは
不規則な生活や車内外に出入りする回数が多いことから体調不良に
なりやすいと言われています・・・。

感染症に要注意

①新型コロナウイルス

②インフルエンザ

③マイコプラズマ肺炎

年も近畿共済を何卒よろしくお願い申し上げます。

【症状】
発熱、倦怠感などの初期症状のあと、乾いた咳が長
引く。１週間以上咳が長引くときは病院を受診する。
【予防策】
家庭内感染が多いため、
・感染者、家族ともにマスクをする
・石鹸と流水で手を洗い、うがいをする
・タオルを共用しない

【症状】
38℃以上の急激な発熱に加え、筋肉や関節の痛
み、倦怠感、頭痛、悪寒など。
【予防策】
・ワクチン接種（感染予防効果は ％）
・湿度を保つ（鼻や喉の乾燥が大敵！！）
・人混みを避ける

若く
て健康な人が

かか
りやすい…

【症状】
発熱や喉の痛みなど風邪のような症状や嗅覚・味
覚異常、下痢などが現れることも。
【予防策】
・ワクチン接種
・マスクを着用し、 密を避ける
・手洗いや身の周りのものの消毒・除菌

今年
も流行の兆しが・・・

油断は禁物！
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トラック協会・陸災防奈良県支部

１月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

14 火 ９：30 ～ 整備管理者選任後研修 奈良県トラック会館

14 火 14：00 ～ 整備管理者選任後研修 奈良県トラック会館

16 木 ９：50 ～ NASVA出前講習を活用した運行管理者等一般講習 大 淀 町 文 化 会 館

16 木 14：00 ～ 整備管理者選任後研修 い か る が ホ ー ル

18 土 10：00 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

19 日 14：00 ～ 第38回物流セミナー 奈良県コンベンションセンター 天平ホール

20 月 13：00 ～ 大型車のホイール・ボルト、ナットの増し締め点検 奈 良・ 針 Ｔ Ｓ

21 火 13：30 ～ 中小トラック運送事業者のためのDX推進セミナー 奈良県トラック会館

25 土 ９：00 ～ はい作業主任者技能講習会 奈良県トラック会館

26 日 ９：00 ～ はい作業主任者技能講習会 奈良県トラック会館

27 月 14：00 ～ 整備管理者選任後研修 い か る が ホ ー ル

28 火 13：30 ～ 安全衛生推進者のための労働災害防止対策セミナー 奈良県トラック会館

30 木 13：30 ～ 法令遵守セミナー 奈良県トラック会館

２月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

５ 水 11：00 ～ 優良事業所表彰式及び優秀運転者顕章伝達式 奈良県トラック会館

20 木 第３回総務委員会 奈良県トラック会館

21 金 13：30 ～ 陸運事業者のための安全マネジメント研修 奈良県トラック会館

25 火 第297回理事会 奈良県トラック会館

26 水 13：30 ～ トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー 奈良県トラック会館
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「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和６年１１月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 13 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 13 0 0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 13 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 13 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 13 0 0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 12 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 13 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 13 1 7.7%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 0 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 13 0 0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 13 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 12 4 33.3%  

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 13 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 13 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 13 1 7.7%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 13 0 0%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 13 2 15.4%  
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 12 0 0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 13 1 7.7%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 13 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 12 1 8.3%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 3 0 0%  
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 13 3 23.1%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 9 5 55.6% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 9 3 33.3%  

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 13 0 0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 13 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 13 5 38.5% ③ 
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 13 2 15.4%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 13 0 0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 4 0 0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 13 1 7.7%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 13 0 0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 13 3 23.1%  

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 13 4 30.8%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 13 6 46.2% ② 

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 13 4 30.8%  

指 導 件 数 合 計 437 46 10.5%   

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ３件 ５件 ５件 件 件 件 １３件 
新規参入 件 件 件 件 件 件 件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ３件 ５件 ５件 件 件 件 １３件 

 

令和６年 11月実施状況 

計画件数 実施件数 

１６件 １６件 

 

実施件数合計 

１１１件 

 

令 和 ６ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １２件 ８月 １０件 １２月 件 
５月 １４件 ９月 １９件 １月 件 
６月 １５件 １０月 １６件 ２月 件 
７月 １２件 １１月 １３件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和６年11月)



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）軽貨物車と普通乗用車の出会い頭事故

事業用自動車事故事例 №113
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物 流 セ ミ ナ ー の 案 内
（会員）

第38回物流セミナー
講 演

「「公公慶慶上上人人・・江江戸戸時時代代のの大大仏仏復復興興」」
こ う け い し ょ う に ん

大仏殿の屋根を支える２本の巨木。

九州から奈良へどうやって運んだのか？

講 師 帝塚山大学 客員教授 西山 厚 氏
奈良国立博物館で学芸部長として「女性と仏教」など数々の特別展を企画。

奈良と仏教をメインテーマとして、人物に焦点をあてながら、様々なメディ

アで、生きた言葉で語り、書く活動を続けている。

日日時時：：令令和和 77年年 11月月1199日日((日日))
1144::0000～～1155::3300 ((受受付付1133::0000～～))

会会場場：：奈奈良良県県ココンンベベンンシショョンンセセンンタターー

22階階 天天平平ホホーールル
奈良市三条大路一丁目691-1

（近鉄「新大宮」駅から徒歩約10分）

定定員員：：330000名名
((定定員員ににななりり次次第第締締めめ切切りりまますす))

参参加加無無料料

◆ セミナー参加申込書 ◆

下記にご記入の上、Faxでお申込み下さい。 FFaaxx::00774433--2233--11221122
ふりがな ふりがな

参加者名 参加者名

会 社 名 連 絡 先

会社住所

※ご記入頂きました個人情報は、本セミナーの運営管理の目的のみに使用し、他の目的には使用致しません。

問問いい合合わわせせ先先 公公益益社社団団法法人人奈奈良良県県トトララッックク協協会会 TTEELL00774433--2233--11220000

〒〒663399--11003377 奈奈良良県県大大和和郡郡山山市市額額田田部部北北町町998811--66



　

１１ 県県内内のの交交通通事事故故発発生生状状況況

横断歩道付近に歩行者
がいる場合は、横断歩道
の直前で一時停止し歩
行者の横断を妨げない
ようにしましょう。

トラックは普通車に比べ
死角が多いため、発進
前は必ず、車体の前後
や周囲の安全確認を行
いましょう。

気温が低下する、深夜か
ら早朝にかけては路面
が凍結している可能性が
あります。安全な速度で
走行しましょう。

②②横横断断歩歩道道はは歩歩行行者者
      優優先先

①①発発進進前前のの安安全全確確認認 ③③凍凍結結道道路路ででのの交交通通事事
　　故故防防止止

３３ 今今年年１１年年、、無無事事故故・・無無違違反反をを目目指指そそうう！！！！

今年１年の無事故・無違反を目指し、昨年のヒヤリ・ハット
体験や、交通事故・違反は二度と起こさないよう
意識しましょう。

２２ 県県内内のの事事業業用用貨貨物物自自動動車車がが関関係係すするる交交通通事事故故発発生生状状況況

奈奈 良良 県県 警警 察察 本本 部部 かか らら

１２月１５日現在

件 件 件 １日に約 件

件 件 件 １日に 件

死者数 人 人 人 約１７日に 人

負傷者数 人 人 人 １日に約 人

件 件 件 １日に約 件

令和６年 増減数 備　　考前年同期区　　分

人身事故件数

総件数

物損事故件数
※令和6年の件数、死傷者数は概数です。

死亡事故・人身
事故件数は減
少傾向!!
しかし、交通事
故総量は増え
ているよ!!

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件

総件数

１2月１５日現在

増減数

※令和6年の件数、死傷者数は概数です。

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

前年同期令和６年
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奈良県警察本部からのお知らせ



日時：令和６年11月21日㈭ 午後２時～
場所：大阪合同庁舎第４号館２階　第２共用会議室

開式の辞

表彰状授与

近畿運輸局長挨拶

　 トラックドライバーに対する時間外労働上限規制適用等の2024年問題、人手不足、

燃料高騰の中、国民生活を支えて頂いていることに感謝します。

　 10年以上連続でＧマークを取得されている皆様が、安全と信頼を牽引していくリー

ダーとして、長期ゴールドＧマークをめざし、磨きを掛けて頂くことを期待いたし

ております

来賓祝辞

受賞者代表謝辞

閉式の辞

令和６年度　安全性優良事業所「Ｇマーク」令和６年度　安全性優良事業所「Ｇマーク」
近畿運輸局長表彰受賞近畿運輸局長表彰受賞
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▲岩城宏幸 近畿運輸局長から表彰される、浅田運輸（有）柳本照義代表取締役会長

奈良運輸支局管轄（３事業所）

池田　昌義 本店営業所

株式会社　愛和 広陵営業所

浅田運輸　有限会社 奈良営業所



 

 

 

 

 

 毎年３月末は、決算期や自動車税の賦課期日の終期等による影響を受け、自動車

の検査・登録の各種申請が、窓口に集中します。 

 この時期は、申請者の皆さま方には長時間お待ちいただくなど大変ご迷惑をおか

けすることとなります。 

 このような状況を緩和するため、自動車の移転登録（名義変更）や抹消登録（廃

車）等の各種手続き及び検査につきましては、できるだけ早期に済まされるようお

願いします。 

登録及び検査関係の案内につきましては、ヘルプデスク「０５０－５５４０－２

０６３」（音声又はＦＡＸサービス）により２４時間行っています。 

 また、近畿運輸局ホームページ「http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/」で、各種手続き

案内を掲載していますのでご利用ください。 

 

近畿運輸局奈良運輸支局 

 

 

 

 

                      

                       

                         

                     

奈良運輸支局年度末対応の案内奈良運輸支局年度末対応の案内
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トラックGメンってどんな人？？
２０２３年７月に発足。
トラック運送事業者への積極
的な情報収集を行い、荷主企
業・元請事業者にアプローチ
し適切な取引環境の改善に向
けて動きます。
※トラックGメンは運送事業者の監査や
取り締まりを行う存在ではありません。

2024年10月 近畿トラック協会実施
物流の「２０２４年問題」に関するアンケート調査結果よ
り引用

認知度は上がってきたが
全体の13.9％がGメンを知らない現状

近畿運輸局からのお知らせ

【お電話での問い合わせはこちら】
国土交通省近畿運輸局トラックGメン
０７４３－５９－２１５１
（音声が流れたら「４」をプッシュ）

積込先、配送先でのお困りごと、トラックGメンにご相談ください。
※荷主等への対応にあたり、情報提供者を特定する情報（社名など）は、伝えません。
荷主等から情報提供元が特定されないよう配慮します。
公表が規定される勧告の場合を除き、各申告にかかる対応経過は、
申告者含めご回答いたしかねますのでご了承ください。

２０２４年１１月
組織改正によりパワーアップ

（改正点）
①トラック協会に「Gメン調査員」を
全国１６６名設置。
⇒人員拡充により、情報収集力の強化

②国土交通省の物流担当部署に、
「倉庫担当Gメン」を設置。
⇒倉庫業者及び業界団体からの意見聴取が可能

③「トラック・物流Gメン」に名称変更

次号「トラックGメンの業務内容とは？？」 掲載予定

目安箱による
情報提供は
こちら ⇒

42

資
料
編

近畿運輸局から

近
畿
運
輸
局
か
ら



2024年発行の「トラック奈良」

https://www.narata.or.jp「トラック奈良」の各月内容は、ホームページでご覧いただけます。

〈　月号〉写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

■下記表示は「今月のTOPICS」

奈良県トラック協会

「奈良県指定伝統工芸品　　　
　　　赤膚焼窯元　大塩昭山」
■プラン2025目標達成セミナー

「法相宗大本山　興福寺　五重塔」
■令和6年能登半島地震救援物資輸送
　物流セミナー「楽しい!信貴山縁起
絵巻」

「信貴山朝護孫子寺」
■改善基準告示　解説セミナー

「ラッピングトラック「企業立地と
宿泊立地は奈良県へ号」」　　
■中小トラック運送事業者のためのＩＴ
活用セミナー

「大和國登美山鼻高　　　　　
　　　　　霊山寺　バラ庭園」
■事業主・運行管理者事故防止セミナー

「奈良県庁屋上庭園から　　　
　　　　　　若草山をのぞむ」
■あなたの会社の働き方改革応援し
ます。

「古宮遺跡から畝傍山をのぞむ」
■ＪＲ奈良駅西口「荷捌き施設」整備

「なら燈花会　　　　　　　　
　　（猿沢池と五十二段会場）」
■飲酒運転根絶の取組み

「日本三文殊第一霊場　安倍文殊院」
■第1回働き方改革セミナー

「聖徳太子生誕の地　橘寺」
■過労死等防止対策セミナー

「左　新薬師寺　春日大社」
■労働時間の上限規制と健康管理に
係る研修会

「大仏池（奈良公園）」
■救援物資輸送訓練

357
［令和 6 年］2024

358
［令和 6 年］2024

359
［令和 6 年］2024

360
［令和 6 年］2024

362
［令和 6 年］2024

363
［令和 6 年］2024

364
［令和 6 年］2024

365
［令和 6 年］2024

366
［令和 6 年］2024

367
［令和 6 年］2024 2024

368
［令和 6 年］

361
［令和 6 年］2024
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白蛇は、弁天様のお遣いで、金運・開運を運び富をもたらすといわれています。

宝珠とは、災難を除き、濁水を清くするといわれ、願いが叶う宝の珠のことです。
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